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Ⅰ 国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌道路事務所 

■日  時：平成 29年 3月 27日（月） 自：13時 30分 至：14時 30分 

■場  所：国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部 札幌道路事務所 

      （北海道札幌市豊平区月寒東 2条 8丁目 3番 1号） 

■対 応 者：北海道開発局事業振興部防災課 防災企画官 高橋 一浩 氏 

北海道開発局事業振興部防災課 課長補佐 洼
うるし

畑
ばた

 正幸 氏 ほか 

■調査概要：北海道開発局が実施する道内の地域防災支援の取組について、防災体制の強

化、災害発生時の対応や支援など、概要を説明いただいた後、質疑応答を行

い、その後、所有する災害対策車両等を見学した。 

 

 

１ 北海道開発局の防災対策（地域防災支援）概要 

 (1) 災害発生前の取組（防災情報の提供など） 

   北海道開発局では道内の関係機関と連携し、防災情報共有システムを構築している。 

これは先進的な取組であり、全国に広めるために国土交通省本省でも、この仕組みを 

参考にしている。このシステムは、北海道開発局のほか、北海道、気象台、ＮＥＸＣ 

Ｏ東日本、陸上自衛隊、北海道運輸局、ＪＲ北海道、道内１３８市町村等、様々な防 

災機関が持っている情報を、北海道開発局の防災サーバを通じて、情報共有する仕組 

みである。 

これにより、道路の通行止めの情報や河川の水位、雨などの気象予報、さらには北

海道開発局などが所有する防災用監視カメラの映像などをリアルタイムで見ることが

できるようになっている。加えて、昨年度からは市町村の避難勧告、避難指示などの

情報もこのシステムの中に入れるようになっている。 

また、北海道開発局では、市町村に対して、ハザードマップの作成支援も行ってい

る。一級河川の浸水想定や津波の浸水想定を北海道もしくは国土交通省が作成し、そ

のデータを市町村に提供、市町村はそれに防災上の情報を加え、ハザードマップとし

て住民に配布しているが、データの提供に留まらず、様々な作成支援も行っている。 
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 (2) 災害発生後の取組（専門職員等の派遣など） 

災害が発生した場合、開発局では自治体に対して、情報収集等を目的として、現地

情報連絡員（リエゾン）を派遣している。災害発生により混乱している自治体に開発

局の職員が入り、情報収集を行うことで、支援のためのメニューの先取りをすること

ができる。また、技術力の高い職員を送り込み、今後の道路の開通の見通し等の情報

提供を行うなど、自治体の災害対策本部の活動支援も行っている。 

北海道内での例としては、暴風雪により道路が通行止めになることがあり、自治体

が孤立することが珍しくない。孤立が見込まれるときは、その前日からリエゾンが入

り、実際に孤立が発生した場合は、その情報を伝えるだけでなく、緊急搬送を要する

患者等が発生したという情報が入った場合などは、除雪車を出動させるようなことも

している。また、除雪を行うために、孤立した自治体に向けて出動する自衛隊や、ス

ーパー等に食料を輸送するトラックの先導として除雪車の手配をするなどの支援活動

もしている。そして、食料や毛布などの防災資材が一時的に不足する場合は、開発局

が持っている資材を一時的に提供するための手配を行ったという事例もある。 

一方、リエゾンが情報の面で支援するのに対し、技術の面から支援を実施するのが、

緊急災害対策派遣隊、通称 TEC-FORCE である。災害初期にあっては避難所を開設する

ための照明車を派遣したり、熊本地震の例では、国道、県道が被災したため、農道を

国道の代替路としたが、その際には道路啓開という、土砂や危険物を除去し、救援ル

ートを確保する作業を行った。また、東日本大震災においても自衛隊や消防が被災者、

行方不明者を救助、捜索する際の道路の啓開を行っている。災害発生時においては、

市町村の担当者は避難所運営に手一杯で、被災状況の把握ができないというのが現状

であることから、市町村に代わって市町村道や建物などの調査を行い、被害状況を取

りまとめ、災害応急復旧費の要求や、その後の復旧のための技術的な支援も担ってい

る。 

 

 (3) 災害対策用機械による支援 

災害時の緊急対応や情報通信の確保のために、各種機材を配備しており、災害発生

時においては、速やかに出動し被害の最小化を図っている。また、これらの機材は自

治体からの要請により、貸与も行うとともに、大規模災害時においては、全国から機

材が終結し、支援を行うことになっている。 

開発局の所有する給水装置付の散水車は、一般的な市町村が所有する散水車のタン

ク容量が 1,000 リットル程度なのに対し、6,300 リットルであり、長時間の給水支援

が可能であるとともに 12 階の建物まで水を圧送する能力があり、病院の屋上の給水

槽に給水したという事例がある。 

  

２ 質疑応答 

（リエゾンについて） 

 問 リエゾンは特殊な能力や訓練などをしているのか。  

 答 リエゾンとしての業務の基本的な講習は受けているが、経験を積み重ねていくこと 

で能力の向上を図っている。 

問 情報の意思疎通のために派遣されるのか。 
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答 そのとおり。普段は開発局の職員として、通常業務を行っているが、災害時にリエ 

ゾンとして派遣される。 

問 緊急招集がかけられるわけか。 

答 雪害のようにあらかじめ天気をみて準備ができるものであれば、派遣する順番など 

を決めておくことができる。現地に行き、情報の窓口さえわかれば、情報の収集や 

提供がスムースにいくが、そこを掴むまでが大変である。 

（防災情報について） 

問 防災ネットワークでは、様々な情報を共有できるようだが、各機関がそれぞれ出し 

てよい情報や出せない情報があると思うがその扱いは。 

答 各機関が取捨選択をして出してきている。 

問 一般の人が見ることは可能か。 

答 不可能である。 

問 防災ネットワークはどこまで広がっているのか。 

答 北海道開発局独自の取組なので、道内のみが対象。まだ、他の地方整備局管内で 

は実施していない。 

問 北海道は広大な面積であるが、役割分担はどうしているのか。 

答 あくまでもそれぞれの管理所掌でやっている。北海道の特殊な例として、国道及び 

一級河川は国が、道道及び二級河川は北海道が担っている。従来だとファクシミリ 

や電話でやり取りをしていたが、災害時ではファクシミリで受信した紙が積み重な 

り、国道が通行止めになったという情報が遅れて、問題が発生したことがあった。 

それを踏まえ、情報を待つのではなく、自分たちから情報を取りにいける仕組みを 

考えようということで、開発局と北海道と気象台の三者でこういうものを作ったの 

がはじまり。 

問 一級河川のような大きな河川は監視の目も行き届いているだろうが、北海道が管理 

しているような二級河川などの中小の河川はどうなっているのか。 

答 北海道の管理なので明確なことは言えないが、一級河川とは維持管理水準で差がつ 

いていると思う。知事は、維持管理をいままで以上に行い、河川災害の防災のため 

に取り組むというコメントを出している。整備水準については予算の都合もあるが、 

住民の避難行動に結びつくものについては、同じようなレベルにすべく、国と道で 

連携している。 

問 この仕組みは市町村にとっては、情報量が増え、判断を下すうえで助かっていると 

思う。他の地方整備局管内での取組はどうなっているのか。 

答 地方整備局単位で今後、行っていくことになると思う。北海道は広いものの国と道 

で１対１なのでやりやすいともいえる。他の地方整備局は複数の県が管内にあるの 

で意見調整が難しいのではないか。 

 

３ 災害対策車両等の見学 

  概要説明及び質疑応答終了後、札幌道路事務所敷地内で災害対策車両を見学し、説明

を受けた。 




